
羽生市物品売買等競争入札参加者の資格等に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び

第１６７条の１１第２項の規定に基づき、市が締結する物品の買入れ、売払い及び借入れ、印

刷の請負、電子計算に関する業務、建築物の管理に関する業務、催物、映画及び広告の企画又

は製作並びにその他業務の委託（以下「物品売買等」という。）の契約に係る一般競争入札及

び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格等について定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 年度 ４月１日から翌年の３月３１日までをいう。 

（２） 資格審査 この規則で定める競争入札の参加資格に関する市長の審査をいう。 

（３） 資格者名簿 羽生市物品売買等競争入札参加資格者名簿をいう。 

（４） 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合

及び資格者名簿に登載されている者が当該名簿に登載されていない業種又は業務について

新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。 

（５） 更新申請 資格者名簿に登載されている者が当該名簿に登載されている業種又は業務

について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。 

（６） 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県と市町村が電子入札のため共同運営する電子シ

ステムをいう。 

（競争入札の参加資格） 

第３条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者と

する。 

２ 資格者名簿に登載された者が、次条第３項各号のいずれかに該当するときは、競争入札に参

加することができない。 

３ 資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について、その営業に関し必要な

許可、登録、免許等（以下「許可等」という。）を受けていないときは、当該業種に係る競争

入札に参加することができない。 

（物品の売買等に係る資格審査の実施） 

第４条 物品売買等に係る資格審査は、隔年度に１回の定期受付（当該年度に埼玉県で告示され

た受付期間において、新規申請又は更新申請を受け付けることをいう。この条及び第７条にお

いて同じ。）を実施するものとする。 

２ 物品売買等に係る定期受付の終了後から次の定期受付の開始までの間は、随時受付（定期受

付以外で、新規申請又は更新申請を受け付けることをいう。第７条において同じ。）を実施す

ることができる。この場合において、前項の規定により既に資格審査を受けている業種又は業

務については、重ねて資格審査を受けることができない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。 

（１） 令第１６７条の４第１項（令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含

む。）に該当する者 

（２） 令第１６７条の４第２項（令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含

む。）により市の競争入札に参加させないこととされた者 

（３） 第１２条第１項第４号若しくは第５号又は同条第２項第２号の規定により資格者名簿

から抹消され、当該抹消の日から２年を経過しない者 

（４） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）がその事業活動を支配している

場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認め

る者 

（資格審査申請） 

  



第５条 資格審査を受けようとする者は、埼玉県電子入札共同システムを利用して、市長が別に

定める書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（資格者名簿への登載） 

第６条 市長は、資格審査の結果、適正であると認めた者を資格者名簿に登載するものとする。 

（参加資格の有効期間） 

第７条 定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登録さ

れた日から起算して２年間とする。 

２ 随時受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格者名簿に登載された

日からその直前に行われた定期受付による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末

日までとする。 

（変更等の届出） 

第８条 資格者名簿に登載された者は、次に掲げる事項について変更（新たに代理人を選任する

場合を含む。）があったときは、直ちに埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に届ける

とともに、関係書類を提出しなければならない。 

（１） 商号又は名称 

（２） 住所（主たる営業所の所在地を含む。）、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メール

アドレス 

（３） 事業主又は法人の代表者の氏名 

（４） 代理人 

（５） 代理人を置く営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス 

（６） 代理人の役職名及び氏名 

（７） 許可等の有無 

（８） 資本金 

（９） 中小企業等協同組合等にあってはその組合員 

２ 資格者名簿に登載された者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、、埼玉

県電子入札共同システムを利用し、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければ

ならない。 

（１） 第４条第２項第１号に該当する者となったとき。 

（２） 死亡（法人にあっては解散したとき。）。 

（３） 営業停止命令を受けたとき。 

（４） 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。 

（５） 金融機関に取引を停止されたとき。 

（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立てを行

ったとき、更生開始手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。 

（７） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てを行

ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。 

（参加資格の継承） 

第９条 相続、合併又は営業譲渡により資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者

は、その参加資格を継承しようとするときは、埼玉県電子入札共同システムを利用し、直ちに

競争入札参加資格承継申請を行い、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、その

継承を認めることができる。 

（資格者名簿からの抹消） 

第１０条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者

を当該名簿から抹消する。 

（１） 第４条第２項第１号、第２号又は第４号に該当するものとなったとき。 

（２） 死亡してから（法人にあっては解散してから）９０日を経過したとき。 

（３） 金融機関に取引を停止されたとき。 

（４） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条

又は第８条第１項第１号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開

始決定を受けた場合であって、極めて悪質であると市長が認めたとき。 

（５） 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６第２項の規定により逮捕又は逮捕を経



ずに起訴された場合であって、極めて悪質であると市長が認めたとき。 

２ 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該

名簿から抹消することができる。 

（１） 第８条第１項又は同条第２項第３号及び第４号の規定による届出を怠ったとき。 

（２） 申請書又は届出の内容に虚偽があったとき。 

３ 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該

名簿に登載されている業務から抹消するものとする。 

（１） 資格者名簿に登載されている業務については、規定する許可等を受けていない者とな

ってから新たに許可等を受けることなく９０日を経過したとき。 

（２） 資格者名簿に登載されている業務について、その営業を廃止したとき又は当該名簿か

らの抹消を申し出たとき。 

（資料提出等の請求） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請

したものに対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成２３年度以降の競争入札に係る資格審査から適用す

る。 

  附 則(平成２８年３月８日規則第５号) 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則に

よるものとみなす。 

   附 則 

 この規則は、交付の日から施行し、令和７年４月１日以降の競争入札に係る資格審査から適

用する。 

 


